
 

医企第 1173号  

   令和６年４月 30日  

 

各関係団体会長 殿 

 

神奈川県健康医療局保健医療部医療企画課長 

                   （公  印  省  略） 

 

「社会医療法人の認定について」の一部改正について（依頼） 

 

本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃からご理解、ご協力をいただ

きお礼申し上げます。 

標記のことについて、令和６年３月 30 日付け医政発 0330 第８号で、厚生労

働省医政局長から通知がありました。 

つきましては、貴会会員に周知くださいますようお願いします。 

 

 

 

問合せ先 

法人指導グループ 本村 

電  話  (045)210-1111 内線 4870 
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 別 添 ２－１ 

 

 

 

           

 

 

 

 

 



 別 添 ２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．社会医療法人関係書類一覧 

 





２．定款（寄附行為）変更認可申請関係書類一覧 

 

３．決算届出関係書類一覧 



 



  別 表 １ 

医療法第４２条の２第１項第４号(ロを除く)の要件に該当する旨を説明

する書類 



 別 表 ２ 

医療法第４２条の２第１項第４号ロの要件に該当する旨を説明する書類 

１ 開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院 

 

２ 隣接市町村（注）に開設する全ての診療所、介護老人保健施設及び介護医療院 



別添３ 























別添４ 























 別 添 ５  



 別 添 ６  







 











 添付書類１－１（救急医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 



 時間外等加算件数明細表  



添付書類１－２（救急医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 





 夜間等救急自動車等搬送件数明細表  



添付書類１－３（精神科救急医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 



 

 

 

 時間外等診療件数明細表  





 添付書類２（災害医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 

 添付書類１－１（救急医療）  添付書類１－２（救急医療）



 添付書類３（新興感染症発生・まん延時における医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 

 添付書類１－１（救急医療）  添付書類１－２（救急医療）





添付書類４－１（へき地医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 



 医師派遣明細表  





添付書類４－２（へき地医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 



 巡回診療明細表  





添付書類４－３（へき地医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 

 



 

 へき地診療所診療日明細表  





添付書類４－４（へき地医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 



 医師派遣明細表（当該病院→へき地医療拠点病院）  



 



 

 

 医師派遣明細表（へき地医療拠点病院→へき地診療所）  





添付書類４－５（へき地医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 



 医師派遣明細表（医療法人→へき地医療拠点病院）  



 



 巡回診療明細表（へき地医療拠点病院→巡回診療） 





 添付書類５（周産期医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 



 母体搬送件数明細表  



 添付書類６（小児救急医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 

 

 

 

 



 時間外等加算件数明細表  





 添付書類７  

 

 公的な運営に関する要件（医療法第４２条の２第１項第１号から第３号まで及び

第６号）に該当する旨を説明する書類（運営） 

１ 運営組織（法第４２条の２第１項第１号から第３号まで、規則第３０条の３５の３第１項第１

号イ及びハ） 

 

２ 役員等の選任方法（規則第３０条の３５の３第１項第１号ロ） 

  （財団医療法人である場合は、該当する項目欄の□にチェックすること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 報酬等の支給基準（規則第３０条の３５の３第１項第１号ニ） 

  （該当する項目欄の□にチェックすること。） 

 

４ 経理内容（規則第３０条の３５の３第１項第１号ホ及びへ） 



５ 遊休財産（規則第３０条の３５の３第１項第１号ト及び第２項） 



６ 保有財産（規則第３０条の３５の３第１項第１号チ） 

７ 法令違反（規則第３０条の３５の３第１項第１号リ） 









理事、監事、社員及び評議員に関する明細表 





経理等に関する明細表 

１ 医療法人の関係者等の施設の利用明細 

２ 医療法人の関係者等に対する貸付金の明細 

３ 医療法人の関係者等に対する譲渡資産の明細 



４ 医療法人の業務に従事している関係者等である従業員の明細 

５ その他 

（１）医療法人の関係者等からの借用物件の明細 

 

（２）医療法人の関係者等からの借入金の明細 

 



（３）医療法人の関係者等からの譲受資産の明細 

 

（４）医療法人の関係者等が社員等となっている他の法人の明細 

（５）その他財産の運用及び事業の運営 









保有する資産の明細表 
１ 総括表 

 



 

２ 業務の用に供する財産の明細 

 

 

 

 

 



３ 保有財産の明細 

 

４ 減価償却引当特定預金の明細 

５ 特定事業準備資金の明細 

   

 



６ 土地の明細 

７ 建物の明細 

８ 医療用器械備品の明細 

 

 

 





 













 別 添 ７  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別 添 ８  

救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画 

 
 
 
１．救急医療等確保事業に係る業務 
 

 

 



２．収益業務

 

 

 

20 3 31 0331008 1

 

 

 



 別 添 ９  

 



 別 添 １０  

 

救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画の 

実施状況報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．計画 
 

（１）救急医療等確保事業に係る業務 

 



（２）収益業務 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
２．実績  

（１）救急医療等確保事業に係る業務の実施状況 

   

   

   

   

（２）実施期間中に整備された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の状況 
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 別 添 １１  



 別 添 １２  

令和  年  月  日 

 

 

 

都 道 府 県 知 事 殿 

 

主たる事務所の所在地 

医療法人     会 

理事長            

 

 

救急医療等確保事業に係る業務の 

継続的な実施に関する計画の変更認定申請書 

 

 

医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）第５条の５の４第１項及び同法施行規

則（昭和２３年厚生省令第５０号）第３０条の３６の８第１項に規定する実施計画の

変更の認定について、変更後の実施計画を添えて申請します。 

 

記 

 

  

１．変更の理由 

 

 

 

 

 

 

２．変更しようとする事項 

 

 

 



 別 添 １３  



 

20 31 0331008  
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